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令和２年度に係る業務の実績に関する評価結果 

国立大学法人秋田大学 

 

１ 全体評価 

 

秋田大学は、豊かな地域資源を有する北東北の基幹的な大学として、知の創生を通じて

地域と共に発展し、地域と共に歩むという存立の理念を掲げており、独創的な成果を世界

に発信しつつ、国内外の意欲的な若者を受け入れ、さらに、地域や世界の諸機関との連携

による柔軟な教育研究体制の構築を推進することにより、全地球的な視野を持ちつつ、諸

課題に正面から向き合い、地に足をつけて行動できる規範意識を内在させた社会人の育成

を目指している。第３期中期目標期間においては、教育の質の国際通用性を高め、地域と

世界の諸課題の解決に取り組む人材を育成すること等を目標としている。 

この目標の達成に向け、学長のリーダーシップの下、全学データベースシステムと連動

した教員活動評価を実施し、各教員の教育研究活動の可視化のみならず、各学部等の部局

評価、さらには大学の研究力における強みの可視化等にも活用する予定とするなど、「法人

の基本的な目標」に沿って計画的に取り組んでいることが認められる。 

 

（「戦略性が高く意欲的な目標・計画」の取組状況について） 

第３期中期目標期間における「戦略性が高く意欲的な目標・計画」について、令和２年

度は主に以下の取組を実施し、法人の機能強化に向けて積極的に取り組んでいる。 

○ 新型コロナウイルス感染症の世界的感染拡大が収束しない中においても、資源国への

渡航による海外資源フィールドワークの実施を見据え、渡航先で事故等に巻き込まれた

場合の危機管理を学ばせるため、グループごとの事前勉強を含めた「国際資源クリエイ

ティブ演習」や「グローバル・ヘルスとトラベル・メディスン」等を実施している。ま

た、海外資源フィールドワーク委員会が中心となり、学生が渡航先で事故等にあった場

合の対応や緊急連絡体制を整備している。（ユニット「資源学分野を核とするグローバル

化の推進」に関する取組）  
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２ 項目別評価 

 

＜評価結果の概況＞ 
特 筆 

一定の 
注目事項 

順 調 
おおむね 
順調 

遅れ 
重大な 

改善事項 

（１）業務運営の改善及び効率化   ○    

（２）財務内容の改善   ○    

（３）自己点検・評価及び情報提供   ○    

（４）その他業務運営   ○    

 

 

Ⅰ．業務運営・財務内容等の状況                          

 

（１）業務運営の改善及び効率化に関する目標                    
①組織運営の改善 ②教育研究組織の見直し ③事務等の効率化・合理化 
 

【評定】中期計画の達成に向けて順調に進んでいる 

（理由） 年度計画の記載13事項全てが「年度計画を上回って実施している」又は「年度

計画を十分に実施している」と認められるとともに、下記の状況等を総合的に勘

案したことによる。 

 

 令和２年度の実績のうち、下記の事項について注目される。 

  

○ 全学データベースシステムと連動させた新たな教員活動評価制度の構築 

全学統一指標に基づく教員活動評価を実施し、高い活動レベルにあると判定した教員

に対しては、インセンティブとして６月の賞与に反映したほか、低い活動レベルにある

と判定した教員に対しては、その度合いに応じて、所属部局長による指導・助言や、活

動改善計画の提出といった措置を行い、大学の教育研究活動等の向上を図っている。ま

た、全学データベースシステムでは、外部データベースから自動的に各教員の掲載論文

情報等をインポートすることが可能であり、このデータベースと教員活動評価における

各教員の活動内容を連動させて分析を進めることにより、各教員の教育研究活動の可視

化のみならず、各学部等の部局評価、さらには大学の研究力における強みの可視化等に

も活用する予定としている。 
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（２）財務内容の改善に関する目標                         
①外部研究資金、寄附金その他の自己収入の増加 ②経費の抑制 ③資産の運用管理の改善 
 

【評定】中期計画の達成に向けて順調に進んでいる 

（理由） 年度計画の記載５事項全てが「年度計画を上回って実施している」又は「年度

計画を十分に実施している」と認められること等を総合的に勘案したことによ

る。 

 

 

 

（３）自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標           
①評価の充実 ②情報公開や情報発信等の推進 
 

【評定】中期計画の達成に向けて順調に進んでいる 

（理由） 年度計画の記載２事項全てが「年度計画を十分に実施している」と認められる

こと等を総合的に勘案したことによる。 

 

 

 

（４）その他業務運営に関する重要目標                       
①施設設備の整備・活用等 ②安全管理 ③法令遵守等 
 

【評定】中期計画の達成に向けて順調に進んでいる 

（理由） 年度計画の記載９事項全てが「年度計画を十分に実施している」と認められる

こと等を総合的に勘案したことによる。 
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Ⅱ．教育研究等の質の向上の状況                          

 

 令和２年度の実績のうち、下記の事項について注目される。 

 

○ 航空機産業振興のための共同研究等の推進 

航空機システム電動化のため秋田県、秋田県立大学及び民間企業との共同研究を推進

し、令和２年度は事業全体で秋田県内企業を含む共同研究契約14件（新規10件、継続４

件）を締結している。事業を推進するため、大学に秋田県立大学と共同で運営する「電

動化システム共同研究センター」を令和３年度から新たに設置し、センター長は航空機

システム関係の民間企業の前顧問が就任することとなっている。 

○ 高度実践看護師養成のための教育課程の充実 

がんと共に生きる人々とケア提供者の課題解決とケアの質向上のため、実践、相談、

調整、倫理調整、教育、及び研究の６つの役割を担う、高度な判断力と看護実践能力を

もつ専門職を養成することを目的とした教育課程である「がん看護専門看護師（CNS）

コース（26単位教育課程）」について、令和２年度から38単位教育課程に移行し受入を開

始している。また、現場における医療・介護・福祉の提供者の視点から患者・家族への

安心かつ安全に援助を提供するシステムの要となりうる医療者の育成を目的として、「診

療看護師（NP）コース」を新設している。 

○ 自殺予防総合研究センターの設置 

自殺予防プロジェクトチームによる「SNSを活用した高齢者支援事業」では、学生と

高齢者がSNSツールを利用して遠隔で定期的に交流を持ち、この交流が高齢者の孤立を

防ぎ抑うつ状態の予防・改善に役立つ可能性について調査・検討し、「第13回秋田メンタ

ルヘルスサポーターフォローアップ研修会」において、県内で自殺対策に取り組むボラ

ンティア・行政関係者に対して成果の共有・展開を行っている。このように、自治体及

び民間団体等と連携して地域における自殺予防対策事業を推進し、地域の自殺予防対策

強化に資することを目的とし、大学における自殺予防対策に関する教育研究及び事業推

進の実施拠点として、令和３年４月に自殺予防総合研究センターを新たに設置すること

としている。 

○ 大学院先進ヘルスケア工学院の設置 

超高齢社会における認知症への対策や、生活習慣病を改善する健康維持・向上のため

のヘルスケア機器、高齢者の日常生活をサポートする運動支援機器等の研究開発を行い

ながら、このような社会で活躍できる人材を育成するため、医学系研究科と理工学研究

科の間となる「医理工連携コース（教育プログラム）」を「先進ヘルスケア工学院（大学

院修士課程）」として設置し、令和３年度から運用することとしている。 

  

附属病院関係 

（教育・研究面） 

○ 女性医師・女子学生に対するキャリア支援、職場復帰支援 

女性医師や女子学生へのキャリア支援や職場復帰支援のため、オンラインによるキャ

リアミーティングを開催するなどキャリアパス設計支援や各種制度の周知を実施するこ
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とにより令和２年度の女性医師育休取得率は87.5％、復帰率は100％となるなど、女性医

師・女子学生に対するキャリア支援等に取り組んでいる。 

（診療面） 

○PCRラボの設置 

新型コロナウイルス感染症検査件数の増加を目的として、感染性物質を扱う安全キャ

ビネットや検査機器等を新たに整備するとともに、医学系研究科の講座等に勤務する医

師、技術職員等が中央検査部の検査業務に協力することにより、中央検査部の機能を大

幅に強化し、院外の検査も受け入れ可能な「PCRラボ」を令和２年６月に新たに設置す

るなど、新型コロナウイルス感染症対応に取り組んでいる。 

（運営面） 

○ コロナ禍での地震発生を想定した避難訓練の実施 

基幹災害拠点病院に指定されていることも踏まえ、訓練の詳細を事前に伝えないブラ

インド型の災害訓練を平成25年から継続して実施しており、令和２年度の新たな取組と

して、新型コロナウイルス感染症の感染防止を行いながら、大型地震による負傷者を受

け入れる訓練を令和２年10月19日に初めて実施している。 

 

 

 


